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令和３年 第６回 安芸太田町議会臨時会会議録
  令和３年１１月２５日

招集年月日   令和 ３ 年 １１ 月 ２５ 日

招集の場所   安芸太田町議会議事堂

開閉会日

及び宣告

開 会 令和３年１１月２５日午前１０時５０分 議 長 中本 正

閉 会 令和３年１１月２５日午前１１時１９分 議 長 中本 正

応（不応)招議員

及び出席並びに

欠席議員
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△公
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1  田 伸 一 ○ ７ 影 井 伊久美 ○

2 斉 藤 マユミ ○ ８ 田 島    清 ○

3 佐々木 道則 ○ ９ 矢 立 孝 彦 ○

4 小 島 俊 二 ○ 10 津 田    宏 ○

5 末 田 健 治 ○ 11 佐々木美知夫 ○

6 大 江 厚 子 ○ 12 中 本 正  ○

会議録署名議員 9 番 矢 立 孝 彦 10 番 津 田    宏

職務のため議場に

出席した者の職氏名
事務局長 河 野 茂 書 記 小 田 和 子

地方自治法第 121

条により説明のた

め出席した者の職
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町   長 橋 本 博 明 副 町 長 小 野 直 敏

総 務 課 長 長 尾 航 治 総 務 課 主 幹 三 井   剛
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議事日程 別紙のとおり

会議に付した事件 別紙のとおり

会議の経過 別紙のとおり
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会議に付した事件
令和３年１１月２５日

諸般の報告

会議録署名議員の指名

会期の決定

承認第５号 専決処分の承認を求めることについて

議案第 69 号
安芸太田町職員の給与に関する条例及び安芸太田町一般職の任期付職

員の採用等に関する条例の一部改正について

議案第 70 号
安芸太田町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部改正について

発議第３号
安芸太田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例案の提出について



- 3 -

令和３年第６回 安芸太田町議会臨時会

  議   事  日   程（第１号）

令和３年１１月２５日

日程 議案等番号 件          名

第 1 諸般の報告

第 2 会議録署名議員の指名

第 3 会期の決定

第 4 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて

第 5 議案第 69 号
安芸太田町職員の給与に関する条例及び安芸太田町一般職

の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について

第 6 議案第 70 号
安芸太田町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関

する条例の一部改正について

第 7 発議第３号
安芸太田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例案の提出について
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令和３年第６回臨時会

（令和３年１１月２５日）

（開会 午前１０時５０分）

○中本正廣議長  

ただいまの出席議員は 12 名です。定足数に達しておりますので、これから令和３年第６回安芸太田

町議会臨時会を開会いたします。本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりです。

────────────・────・────────────

日程第１．諸般の報告

○中本正廣議長  

日程第１、諸般の報告を行います。本日町長から、お手元に配付のとおり議案が送付されています。

地方自治法第 121 条の規定により、本臨時会に説明のため出席を要求した者は、町長です。なお、同条

の規定によって町長から説明員を委任したことについて、お手元に配付した写しのとおり通知がありま

した。監査委員から８月末及び９月末現在における出納検査の結果報告が提出されています。報告書は、

議会事務局に保管していますので、ご覧ください。以上で諸般の報告を終わります。

────────────・────・────────────

日程第２．会議録署名議員の指名

○中本正廣議長  

日程第２、会議録署名議員の指名を行います。本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第 126 条の規

定によって、９番 矢立孝彦議員及び 10 番 津田宏議員を指名いたします。

────────────・────・────────────

日程第３．会期の決定について

○中本正廣議長

日程第３、会期の決定について議題といたします。お諮りします。本臨時会の会期は本日 11 月 25 日

の１日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。

                （異議なしの声あり）

異議なしと認めます。したがって会期は１日間に決定いたしました。

────────────・────・────────────

日程第４．承認第５号

○中本正廣議長  

日程第４、承認第５号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。提出者から提案

理由の説明を求めます。橋本町長。

〇橋本博明町長

本日もどうぞよろしくお願いいたします。提案説明をさせていただきます。承認第５号、専決処分の

承認を求めることについて。消防団屯所、木坂地区所有において、消防団員が消防車両を入出庫させる

際に、シャッター設備と接触した物損事故について、地方自治法第 179 条第 1 項の規定により、専決処

分をしたので同条第３項の規定により議会に報告し、承認を求めるものです。詳細については担当課長

から説明をいたします。

○中本正廣議長  

長尾総務課長。

〇長尾航治総務課長

専決処分書の読み上げをもって、詳細説明とさせていただきます。損害賠償の額の決定及び和解につ

いて。令和３年３月７日午後 12 時頃、消防団屯所において、消防団員が消防車両を入出庫させる際に、
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シャッター設備と接触した物損事故について、地方自治法第 179 条の第 1 項の規定により、次のとおり

専決処分をするものです。１．本件事故による損害賠償額として、安芸太田町が 289,795 円を支払う。

２．本件事故に関し、その他一切の費用等は、双方とも請求しない。３．上記各項により、本件事故は

解決とする。以上でございます。

〇中本正廣議長

以上で提出者の説明を終わります。これから質疑を行います。質疑はありませんか。

９番、矢立議員。

○矢立孝彦議員

えー２点ほど。安全管理、特に交通関係についてですね、今件は物損事故でございますけども、特に

人身事故等の発生事案というものがですね、近時はありませんけれどもそういった防止対策についてで

すね、町内では、この安全管理の徹底等についてはどういう対応をしておられるか、状況報告を願いま

す。

○中本正廣議長

長尾総務課長。

〇長尾航治総務課長

はい、安全管理防止対策ということで、ご質問を頂戴いたしました。町ではですね、車両台数による

んですけども、私を含め安全管理の部分でですね、担当セクションをおかさせてもらっております。各

支所それから教育委員会のほうにそれぞれおいているところでございます。そちらからですね、各それ

ぞれの職員に教育を行っております。声掛けももちろんそうですし、交通安全の講習を受けている、お

りますけれども、この講習に基づいた安全対策ということをさせていただいている現状でございます。

実習というようなものがあれば、なお良いんですけれども、こういったことはなかなか今、現状できて

いないところでございます。今後もそのあたりのところはしっかりと取組みをさせていただきたいと思

っております。以上でございます。

○中本正廣議長

よろしいですか。ほかに質疑はありませんか。

11 番佐々木美知夫議員。

○佐々木美知夫議員

えーとですね、この専決処分の屯所の件ですが、これ括弧で木坂地域所有とあったろうと思うんです

が、現在ね町内の屯所、これ地域所有がかなりあるとは思うんですが、ちなみに町有と地区の所有と何

件ぐらいあるか、分かれば。

○中本正廣議長

長尾総務課長。

〇長尾航治総務課長

すみません。ちょっと件数まで、手元に把握をしておりませんが、これ旧町のですね所管といったと

ころで、えーなかなか、あの旧加計町エリアに関しましては、特に地元が設置をされた消防の屯所がほ

とんどでございます。なお戸河内のほうもほとんどそういったものになっております。で筒賀に関しま

しては、旧来よりですね、村というか、現状、町のほうが設置をしているという状況でございますが、

これもご承知のとおり、防災備蓄倉庫というような名目でですね、屯所のほう新たに設置を、年次計画

を定めて設置をさせていただいておりますけれども、こうしたもので更新したものに関しましては町の

方で所有をしております。なおですね、消防屯所にかかる経費に関しましては、補助金という形で屯所

の設置者である、まあ自治振興会等にお金を補助金として全額支給をしてるところでございます。以上

でございます。

○中本正廣議長

はい、佐々木議員。

○佐々木美知夫議員

ということは、仮に結構加計のあたりの屯所を見ても老朽化してる屯所が結構あると思うんですが、

これを建替えとか等の場合は、町有地に順次していくいう案じゃなしに、地域に補助していくいうレベ

ルの考えでよろしいですか。

○中本正廣議長

長尾総務課長。

〇長尾航治総務課長
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先般ですね、消防団に関しましては、組織の再編も行わせていただいております。今の現状を考えま

すと、やはり消防団に関しましては、いやがおうなしに縮小という傾向になっていくというふうに推測

しておりますけれども、消防団の屯所はですね、可能な限りやはり町のほうで設置をしていきたいとい

う考えをもっておりますが、現状ではですね、やはりまだまだ地域付けの屯所というのがございます。

老朽化してるところ、年次計画定めてですね、改修したり新たに整備したりといったことを進めており

ます。現状で申しますと、現在建築、新築中の戸河内土居の屯所も今年度完成見込みでございます。来

年度も随時ですね、計画に基づき新たな屯所の設置をしていきたいと考えております。以上でございま

す。

○中本正廣議長

はい、佐々木議員。

○佐々木美知夫議員

あのこれちょっと、関連するんですけどね、消防団という関係でいきますとですね、私も消防団に 35、

６年在籍しとったんですが、あの出動時、先日も火災が、安野のほうであったとは思うんですが、出動

時ですよ、消防車で赤色を回しながら、サイレン鳴らして出るわけですが、この運転手よね、恐らく消

防団員に対する教育は今までされてこなかったと私は認識しておるんですが、そういうところどうなっ

とります。

○中本正廣議長

長尾総務課長。

〇長尾航治総務課長

はい、安全運転に関しましては、なかなか先ほど申し上げましたとおり、安全運転管理者においての

講習でありますとか、研修というのは、特にあの消防団の関係になりますと非常にまあ困難である、い

う実状からですね、現状では分団単位でそういった取組みをしていただいているところでございます。

なおあの、従前もですね、いろいろ運転免許証の、最近区分けが変わりまして、何トン車までとかいう

のがあるんですけれども、そういったことを含めてですね、全団員に免許証の写しに関しましては消防

団本部のほうで集約をさせていただいて、管理をしているという現状でございます。以上です。

○中本正廣議長

ほかに質疑は、３回までよ、過ぎてます。ほかに質疑はありませんか。

はい、大江議員。

○大江厚子議員

一つは、まああの屯所のほうはまああの損害があったということですけど、消防車のほうはどうだっ

たかということと、それから事故発生が３月７日で、和解が 11 月８日ということで、８か月かかって

いるというその長さがまあ、妥当だったのか長かったのか、長かったのならなぜかというところをお願

いします。

○中本正廣議長

長尾総務課長。

〇長尾航治総務課長

まず、車のほうでございますけれども、消防積載車に関しましては、これ今回はバックでぶつかった

状況なんですけれども、後ろに関しましては非常に硬い消防車の構造部分が当たったということでです

ね、車両のほうは一切損害ございませんでした。期間がまあ非常に長かったというご指摘なんですけれ

ども、こちらにつきましては、まあ３月７日、防火パレードの終了後にですね、屯所に車両を納めよう

としてまあ事故という流れなんですけれども、その後ですね、地元のほうとの協議を始め、実際にはこ

の屯所所有の木坂地区の方と協議しながらですね、地元の大工さんのところで修繕をお願いするという

話をいただいておりました。なかなか手間がですね、やはり取れず、時間が今日までかかって、実際に

請求行為が、含めてあったのが 11 月に入ってという状況でこの年月がかかっております。以上でござ

います。

○中本正廣議長

ほかに質疑はありませんか。

                 （なしの声あり）

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。

                 （なしの声あり）

討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから採決を行います。承認第５号、専決処分の
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承認を求めることについて、起立により採決します。承認第５号についてはこれを承認することに賛成

の方は起立願います。

                  （賛成者起立）

起立総員です。したがって、承認第５号、専決処分の承認を求めることについてはこれを承認するこ

とに決定しました。

────────────・────・────────────

日程第５．議案第 69 号

日程第６．議案第 70 号

○中本正廣議長  

日程第５、議案第 69 号、安芸太田町職員の給与に関する条例及び安芸太田町一般職の任期付職員の

採用等に関する条例の一部改正について及び日程第６、議案第 70 号、安芸太田町特別職の職員で常勤

のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正についての２件を一括議題といたします。提出者から提

案理由の説明を求めます。橋本町長。

〇橋本博明町長

はい、議案第 69 号、安芸太田町職員の給与に関する条例及び安芸太田町一般職の任期付職員の採用

等に関する条例の一部改正について。職員の給与について、本年の人事院勧告に基づき、ボーナスを引

き下げるため条例を一部改正することについて議会の議決を求めるものです。

続きまして、議案第 70 号、安芸太田町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部改正について。一般職の給与条例改正に伴い、引用条文の整備を行う必要があることから提案するも

のでございます。詳細については、担当課長より説明をいたします。

○中本正廣議長  

長尾総務課長。

〇長尾航治総務課長

それでは、議案第 69 号及び 70 号の職員給与改定につきまして、詳細の説明を申し上げます。本年度

人事院は、国家公務員の給与に関して８月 10 日に勧告を実施いたしておるところでございます。この

内容につきましては、一般職について月給は据え置きをする一方、ボーナスにあたります期末勤勉手当

の年間支給月数を 0.15 月分引き下げ、4.3 月分とするものでございました。例年でございましたら、期

末手当の支給基準日でございます 12 月１日より前に、国家公務員の給与に関する法律の改正が行われ

ているところでございますが、国の方は臨時国会の日程上、12 月以降となる見込みでございます。本町

におきましては、今回の人事院勧告がボーナスの引き下げということもございまして、国家公務員の給

与法の改定を待たず、実施をしようとするものでございまして、勧告どおり期末勤勉手当の 0.15 月分

を引き下げることといたしまして、職員組合とも協議し、了承を済んでいるところでございます。なお、

この改定による一般会計の影響額は、749 万円の減額を見込んでおります。以上でございます。

〇中本正廣議長

以上で説明を終わります。これから質疑を行います。質疑はありませんか。

小島議員。

〇小島俊二議員

あの議案第 70 号について、前の一般質問の答弁にもあったんですが、三役の手当についても、人事

院勧告に準ずるというような答弁があって、今朝の審議会の答申につきましても、人事院勧告に準ずる

ということでございますが、今回の改正は引用条文の改正だけでございます。今回あの一般職は 0.15

引き下げたことなんですが、特別職について引き下げを行わない理由がありましたらよろしくお願いし

ます。

○中本正廣議長

長尾総務課長。

○長尾航治総務課長

はい、ご質問を頂戴いたしました。えー特別職に関しましては、報酬審議会によりまして、答申案が

提出、町長のほうに提出をされているところでございます。また、この写しに関しましては、議会議員

の皆様のお手元に届いたのではないかと考えております。ここに書かれております金額に関しましては、

今回のですね引き下げの部分を踏襲している考えでございます。また、報酬審議会の考え方では、この
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基準日を４月１日で行うべきものであるということで、今回の改正につきましては、全体で見てもいわ

ゆるあの基準額より低い月数となっておりますので、今回に関しましては、見合わせをさせていただき、

４月１日の改正に関しまして、またご審議をさせていただきたいというふうに考えておるものでござい

ます。議会議員の皆様もそうですし、町三役に関しましても同様の考えで臨んでおります。以上でござ

います。

○中本正廣議長  

はい、小島議員。

〇小島俊二議員

あの、議員については先ほどの全員協のほうで意見を申し上げたところでございますが、今後あの人

事院勧告を尊重して準じていくということであれば、今の経済情勢の中で中々アップということは、な

かなかむずかしいと思うんですが、今後長い意味で、三役の手当について準ずるということが基本にな

ろうと思いますが、大幅アップ等々含めて住民感情含めて、その辺のことを内部でもう一度統一をして

おいていただきたいと思います。以上です。

〇中本正廣議長

ほかに質疑はありませんか。はい、末田議員。

〇末田健治議員

５番末田です。えーと現状のラスパイレス、本町のですねラスパイレス指数については、今どうです

か。

○中本正廣議長  

長尾総務課長。

〇長尾航治総務課長

はい、えーと小数点までちょっと覚えてないんですけども、96.4 だったというふうに認識しておりま

す。これは、令和３年度、今年度の見込みというところになろうと思います。あの、昨年度からですね、

大幅にラスパイレス指数に関しましては、下がっているという状況でございます。これはあのひとえに、

やはりあの組織の機構改革によりまして、管理職の部分が人数が減っているというところが大きいんで

すけれども、現状ではですね、えー県内の中で、すいませんあの、記憶が間違っていたら大変申し訳ご

ざいませんが、下の団体から数えて３番目ぐらいであったというふうに認識しております。以上でござ

います。

〇中本正廣議長

末田議員。

〇末田健治議員

ラスパイレス指数というのは私が説明するまでもなく、その国家公務員に対して、勧告がされる、あ

くまでもそれは民間との給与の格差。まあ地方自治体の場合は、そういう調査するすべがございません

ので、国に準ずるという形を今までも、これからも取っていかれると思うんですけれども、現状の今の

100 を切っておる状況から言えば、その直ちにそのまま国の制度をその準じて実施をするというのは、

矛盾はないのかということをちょっとお聞きしたいと思っています。

○中本正廣議長  

長尾総務課長。

〇長尾航治総務課長

はい、えーと人事給与担当の課長といたしましての答弁となります。ご了承ください。これはですね、

やはり職員組合等との協議中でも、良くも悪くもですね、やはり人事院勧告を準拠しながらその増減に

関しては協議をしていくという方針で、新町になってからはですね、安芸太田町になってからはそうい

う協議をなされているという認識でございます。またあの、確かに今おっしゃられたようにですね、ラ

スパイレス指数は、まあ国平均でいえばかなり下回っているという現状もございますので、この減額補

正の部分がですね、適正かどうかという考えになるんですけれども、やはり町民感情といいましょうか、

私共の町、で考えた場合にですね、減額、引き下げの人事院勧告を準拠しないということは逆に引き上

げのときもですね、やはり根拠が無くなってしまうといったような観点からですね、今回組合のほうも

人事院勧告、年度内に本来は実施すべきものであるという考え方でございます。国の方は少し、若干経

済対策ということで、先伸びされたようでございますけれども、町の実状を考えて今回引き下げという

ことで上程をさせていただいたところでございます。以上でございます。

〇中本正廣議長
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いいですか。ほかに質疑はありますか。はい、大江議員。

〇大江厚子議員

えっと、ボーナスの引き下げですけど、今年あのえーと本町でも災害とか、コロナ対策等で職員の皆

さんは本当に大変な状況があったんですよね。あの９月だったかな、定例会でも報告していただきまし

たけど、そういう状況の中で、えーと引き下げるというそこがね、まあ人事院勧告と言ってしまえばそ

うなんですけど、どうもその、納得できないというか、そういう部分が一つあります。それから国は、

あの先ほど言われたように引き下げるけど、実施は来年度で、今年度分も、今回分も合わせて引き下げ

ということで、ま、地方もそれに準じていただいても構わないようなことは言ってたと思うんですけど、

あえて、この本町は今回実施ということのそこをもう少し詳しく。それともう一つごめんなさい、会計

年度任用職員の方のボーナスは、勤勉はないですよね。期末だけですよね。あの正職員に対して、ただ

そこしかないのに、そこの会計年度の方までも、今回引き下げの対象にする、そこがね、ちょっとあま

りにもその、会計年度任用職員の人のえっと、条件、労働条件としてね、ちょっとまあ酷なんじゃない

かなというふうに思うんですけど、その辺はどうでしょうか。

○中本正廣議長  

長尾総務課長。

〇長尾航治総務課長

はい、まず引き下げのこの時期の実施の状況なんですけれども、えーこれに関しましてはですね、職

員の組合のほうが、職員に対して聞き取りをしていただいたようでございます。そうした聞き取りの結

果ですね、やはりその人事院勧告というところは、地域地場の企業等々の兼ね合いを含めてですね、

えー発出されている勧告でございますので、それはやっぱり準用するのが原則であろうということが一

点。それから、国の方はですね、国会の都合上だというふうに私はちょっと認識してるんですが、あの

まあ一方でですね、副大臣のほうからの発言では、経済の、地方公務員の給与を引き下げることによっ

て、地場の企業が、まあ言い方を変えれば右を習えをすると、いったことで引き下げをしていくんじゃ

ないかという懸念があると、いうことから、来年６月にまあその、本年度分のですね引き下げを実施す

ると、いうようなことを決められているようでございますけれども、本町におきましては、やはりそち

らの方が負担が大きいという話とですね、公務員に関しまして、やはり同一賃金、同一労働というよう

な話をよく組合のほうはされますけれども、そういったところの準則に則さない、いわゆる退職予定の

職員に関しましては、要はボーナスを支払ってしまうとですね、返納していただくということはできま

せん。こうしたことから、いろんな様々な視点から、人事院勧告の実施に関しては、今年度実施をする

ことが望ましいと。逆に組合側のほうからも話をいただいたところでございました。私共の思いとして

もですね、やはりあの今年度中に整理すべき案件ではないかなと。ま、地域経済を考えた上ででもです

ね、これは実施するのが適切ではないかというふうに判断したものでございます。えーともう一点、会

計年度任用職員なんですけれども、会計年度の任用職員でございますので、今年度に関しましては、こ

こは影響ございません。来年度に関しましては、また期末手当につきましての引き下げに関しましては、

適切に実施をするということになっております。以上でございます。

○中本正廣議長  

よろしいですか。はい、大江議員。

〇大江厚子議員

はい、了解しました。それで、会計年度の方へは、今年度は実施を適用しないということですけど、

でもまあ来年度はいうことですよね。で、まあそこなんですけど、あのその、一般職員と同じような扱

いをしていくのに、そこの部分だけは、まあ少ない、半額ぐらい、割合としてそういうふうになります

かね。そこでさえ引き下げるという、実施するというのは、どうなん。ま、今すぐ回答いうのは難しい

にしても、どういう考えをもって、これから検討していくかということをお願いします。

○中本正廣議長  

長尾総務課長。

〇長尾航治総務課長

そうですね、あの今の会計年度任用職員につきましては、考え方が、再任用職員。現在あの退職年齢

に達した時にですね、任用替えして再任用という形をとっておりますけれども、こちらに準じていると

いうような状況でございます。あの今の期末手当に関しましても同じ考え方でございますので、そこも

含めてですね、整理をさせていただきたいと思いますし、またですね、国の方ではあの、退職延長の議

論がされております。年齢がですね、引き上げになっていくといったところもございますので、このあ
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たりの動向も注視しながらですね、全体として不整合を起こさないような制度設計にしてまいりたいと

考えております。以上でございます。

○中本正廣議長  

ほかに質疑はありませんか。

（なしの声あり）

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。

                 （なしの声あり）

討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから、採決を行います。採決は、議案第 69 号

及び議案第 70号を別々に行います。

議案第 69 号、安芸太田町職員の給与に関する条例及び安芸太田町一般職の任期付職員の採用等に関

する条例の一部改正についてを起立により採決します。議案第 69 号については、原案のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。

                 （賛成者起立）

起立総員です。したがって、議案第 69 号、安芸太田町職員の給与に関する条例及び安芸太田町一般

職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正については原案のとおり可決しました。

議案第 70 号、安芸太田町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正につい

てを起立により採決します。議案第 70 号については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願

います。

                 （賛成者起立）

起立総員です。したがって、議案第 70 号、安芸太田町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に

関する条例の一部改正については原案のとおり可決しました。

────────────・────・────────────

日程第７．発議第３号

○中本正廣議長  

日程第７、発議第３号 安芸太田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例案の提出についてを議題といたします。提出者から説明を求めます。11番佐々木美知夫議員。

〇佐々木美知夫議員

発議第３号 安芸太田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案の

提出について。安芸太田町議会会議規則第１４条第１項の規定により、上記の議案を別紙のとおり提出

をする。令和３年１１月２５日 提出者 佐々木美知夫。賛成者 常任委員長末田健治、津田宏。安芸

太田町議会議長 中本正廣様。提案理由、安芸太田町職員の給与に関する条例の改正に伴い、引用条文

の整備を行う必要があることから安芸太田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改

正案を提出するものである。詳しくは、別紙をご覧ください。

○中本正廣議長

以上で説明を終わります。これから質疑を行います。質疑はありませんか。

（なしの声あり）

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。

                  （なしの声あり）

討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから採決を行います。発議第３号、安芸太田町

議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案の提出についてを起立により

採決します。発議第３号については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

                 （賛成者起立）

起立総員です。したがって、発議第３号、安芸太田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例案の提出については原案のとおり可決しました。

────────────・────・────────────

○中本正廣議長
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以上で本日の日程は全部終了しました。これで会議を閉じ、令和３年第６回安芸太田町議会臨時会を

閉会いたします。

〇河野茂議会事務局長

ご起立願います。一同互礼。

午前１１時１９分閉会

                                              


